
 
 

 

令和４年１２月２７日 

鉄 道 局 鉄 道 事 業 課 

 

東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可について 
 

 

  

 

 

鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第１６条第１項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣

の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第１６条第２項に基

づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものである

かどうかを審査することとされており、また、同法第６４条の２に基づき、運輸審議会に諮ら

なければならないこととされています（軌道法においても同様の取り扱いを実施）。 

令和４年９月１６日付けでＪＲ東日本より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運

輸審議会に諮問したところ、１２月１５日に、期限に関する条件を付した上で認可することが

適当である旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として期限を付して認可

をいたしました。 

■運賃の改定概要 

○ ＪＲ東日本は、平日朝の旅客平準化等により利用者利便を向上させることを目指し、東京

の電車特定区間内における定期旅客運賃（通勤）の上限を変更した上で、運賃収入を増加さ

せないことを前提に、変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃（オフピーク

定期券）を組み合わせて実施。 

○ 今回の認可は、令和８年３月３１日までを期限とし、期限後における本認可にかかる旅客

運賃については、改めて期限までに、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１６条第１

項による国土交通大臣の認可を受けること等の条件を付して認可しております。 

 

（変更内容） 

○通勤定期旅客運賃（東京の電車特定区間内） 

定期券の種別 内 容 

オフピーク定期券 現行より約１０％値下げ 

通常の通勤定期券 現行より約１．４％値上げ 
 

○実施予定年月日：令和５年３月 

連絡先 国土交通省鉄道局 

鉄道事業課旅客輸送業務監理室 中島、佐藤、加藤 

TEL:03-5253-8111(内線40652,40642,40634) 

TEL:03-5253-8543(直通)   
    FAX:03-5253-1633 

令和４年９月１６日付けで東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」）より申請のあっ

た旅客運賃の上限変更については、１２月１５日に運輸審議会より「認可することが適当であ

る」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 

同時発表：関東運輸局 


